
徳島県介護支援専門員協会

在宅介護において感染者・濃厚接触者が発生した場合の介護支援専門員の応援派遣フロー図

１　応援派遣員には，派遣先までの交通費，宿泊を要した場合は宿泊費が支給される。

２ 所属事業所には，派遣に要する割増賃金，時間外手当，防護服・マスク・消毒液などの消耗品等のかか
り増し経費として，１事業所当たり7万4千円（上限。居宅介護支援事業所の場合。）が助成される。
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